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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各利用者のクレジットカードの利用実績を利用分野別に生成する利用実績生成手段と、
　前記利用実績生成手段によって生成された一の利用者の利用実績と他の利用者の利用実
績とを利用分野毎に比較する利用実績比較手段と、
　前記利用実績比較手段による比較の結果に基づいて、前記一の利用者について他の利用
分野と比べて利用実績が少ない少利用分野を特定する少利用分野特定手段と、
　前記少利用分野特定手段によって特定された少利用分野についてクレジットカードを将
来利用した場合に、前記一の利用者に対して適用されるポイント付与率を決定するポイン
ト付与率決定手段と、
　前記少利用分野特定手段によって特定された少利用分野及び前記ポイント付与率決定手
段によって決定されたポイント付与率を前記一の利用者に対して通知するための通知情報
を生成する通知情報生成手段と
　を備える、利用実績処理装置。
【請求項２】
　前記通知情報生成手段が、前記少利用分野特定手段によって特定された少利用分野を含
む複数の利用分野を各軸とするレーダーチャートを含む前記通知情報を生成するように構
成されている、
　請求項１に記載の利用実績処理装置。
【請求項３】
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　前記ポイント付与率決定手段が、前記レーダーチャートの面積に基づいて、前記一の利
用者に対して適用されるポイント付与率を決定するように構成されている、
　請求項２に記載の利用実績処理装置。
【請求項４】
　前記通知情報生成手段が、前記利用実績比較手段による比較の結果に基づいて、前記一
の利用者について他の利用分野と比べて利用実績が多い利用分野を特定し、当該利用分野
を基準にして生成されたレーダーチャートと、前記少利用分野特定手段によって特定され
た少利用分野を含む複数の利用分野を各軸とするレーダーチャートとを対応付けたレーダ
ーチャート情報を含む前記通知情報を生成するように構成されている、
　請求項２又は３に記載の利用実績処理装置。
【請求項５】
　前記通知情報生成手段が、前記一の利用者と収入が同程度の利用者の利用実績に基づい
て生成されたレーダーチャートと、前記少利用分野特定手段によって特定された少利用分
野を含む複数の利用分野を各軸とするレーダーチャートとを対応付けたレーダーチャート
情報を含む前記通知情報を生成するように構成されている、
　請求項２乃至４の何れかに記載の利用実績処理装置。
【請求項６】
　前記通知情報生成手段が、前記一の利用者と利用総額が同程度の利用者の利用実績に基
づいて生成されたレーダーチャートと、前記少利用分野特定手段によって特定された少利
用分野を含む複数の利用分野を各軸とするレーダーチャートとを対応付けたレーダーチャ
ート情報を含む前記通知情報を生成するように構成されている、
　請求項２乃至５の何れかに記載の利用実績処理装置。
【請求項７】
　コンピュータが、
　各利用者のクレジットカードの利用実績を利用分野別に生成する利用実績生成工程と、
　前記利用実績生成工程によって生成された一の利用者の利用実績と他の利用者の利用実
績とを利用分野毎に比較する利用実績比較工程と、
　前記利用実績比較工程による比較の結果に基づいて、前記一の利用者について他の利用
分野と比べて利用実績が少ない少利用分野を特定する少利用分野特定工程と、
　前記少利用分野特定工程によって特定された少利用分野についてクレジットカードを将
来利用した場合に、前記一の利用者に対して適用されるポイント付与率を決定するポイン
ト付与率決定工程と、
　前記少利用分野特定工程によって特定された少利用分野及び前記ポイント付与率決定工
程によって決定されたポイント付与率を前記一の利用者に対して通知するための通知情報
を生成する通知情報生成工程と
　を実行する、利用実績処理方法。
【請求項８】
　前記通知情報生成工程において、前記コンピュータが、前記少利用分野特定工程によっ
て特定された少利用分野を含む複数の利用分野を各軸とするレーダーチャートを含む前記
通知情報を生成する、
　請求項７に記載の利用実績処理方法。
【請求項９】
　前記ポイント付与率決定工程において、前記コンピュータが、前記レーダーチャートの
面積に基づいて、前記一の利用者に対して適用されるポイント付与率を決定する、
　請求項８に記載の利用実績処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クレジットカードの利用実績を処理する利用実績処理装置及び利用実績処理
方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　クレジットカードの利用者に対して、その利用実績に応じて定められた各種の情報を提
供するためのコンピュータシステムが種々提案されている。例えば、特許文献１には、ク
レジットカード等による取引の履歴に基づいて利用者の嗜好を特定し、その嗜好に関連す
る商品に関する情報等を当該利用者に対して提供する情報提供システムが開示されている
。この情報提供システムによれば、利用者は、クレジットカード等を利用することによっ
て、自身が関心のある情報を自動的に取得することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３４４５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、仮に利用者の嗜好にあった商品に関する情報を提供することができたと
しても、その商品を利用者が購入するか否かは当該利用者が支出可能な金額次第であるた
め、その提供された情報は利用者にとって必ずしも利用価値が高いわけではない。すなわ
ち、利用者の支出可能な金額を超える範囲において利用可能な情報が提供された場合、利
用者にとって当該情報は利用価値が乏しいことが多く、したがってクレジットカードの利
用促進を図ることが困難であるという問題がある。
【０００５】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、クレジットカー
ドの利用者にとって利用価値が高い情報を提供することにより、クレジットカードの利用
促進を確実に図ることができる利用実績処理装置及び利用実績処理方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明の一の態様の利用実績処理装置は、各利用者の
クレジットカードの利用実績を利用分野別に生成する利用実績生成手段と、前記利用実績
生成手段によって生成された一の利用者の利用実績と他の利用者の利用実績とを利用分野
毎に比較する利用実績比較手段と、前記利用実績比較手段による比較の結果に基づいて、
前記一の利用者について他の利用分野と比べて利用実績が少ない少利用分野を特定する少
利用分野特定手段と、前記少利用分野特定手段によって特定された少利用分野についてク
レジットカードを将来利用した場合に、前記一の利用者に対して適用されるポイント付与
率を決定するポイント付与率決定手段と、前記少利用分野特定手段によって特定された少
利用分野及び前記ポイント付与率決定手段によって決定されたポイント付与率を前記一の
利用者に対して通知するための通知情報を生成する通知情報生成手段とを備える。
【０００８】
　また、前記態様の利用実績処理装置において、前記通知情報生成手段が、前記少利用分
野特定手段によって特定された少利用分野を含む複数の利用分野を各軸とするレーダーチ
ャートを含む前記通知情報を生成するように構成されていてもよい。
【０００９】
　また、前記態様の利用実績処理装置において、前記ポイント付与率決定手段が、前記レ
ーダーチャートの面積に基づいて、前記一の利用者に対して適用されるポイント付与率を
決定するように構成されていてもよい。
【００１０】
　また、前記態様の利用実績処理装置において、前記通知情報生成手段が、前記利用実績
比較手段による比較の結果に基づいて、前記一の利用者について他の利用分野と比べて利
用実績が多い利用分野を特定し、当該利用分野を基準にして生成されたレーダーチャート
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と、前記少利用分野特定手段によって特定された少利用分野を含む複数の利用分野を各軸
とするレーダーチャートとを対応付けたレーダーチャート情報を含む前記通知情報を生成
するように構成されていてもよい。
【００１１】
　また、前記態様の利用実績処理装置において、前記通知情報生成手段が、前記一の利用
者と収入が同程度の利用者の利用実績に基づいて生成されたレーダーチャートと、前記少
利用分野特定手段によって特定された少利用分野を含む複数の利用分野を各軸とするレー
ダーチャートとを対応付けたレーダーチャート情報を含む前記通知情報を生成するように
構成されていてもよい。
【００１２】
　また、前記態様の利用実績処理装置において、前記通知情報生成手段が、前記一の利用
者と利用総額が同程度の利用者の利用実績に基づいて生成されたレーダーチャートと、前
記少利用分野特定手段によって特定された少利用分野を含む複数の利用分野を各軸とする
レーダーチャートとを対応付けたレーダーチャート情報を含む前記通知情報を生成するよ
うに構成されていてもよい。
【００１３】
　本発明の一の態様の利用実績処理方法においては、コンピュータが、各利用者のクレジ
ットカードの利用実績を利用分野別に生成する利用実績生成工程と、前記利用実績生成工
程によって生成された一の利用者の利用実績と他の利用者の利用実績とを利用分野毎に比
較する利用実績比較工程と、前記利用実績比較工程による比較の結果に基づいて、前記一
の利用者について他の利用分野と比べて利用実績が少ない少利用分野を特定する少利用分
野特定工程と、前記少利用分野特定工程によって特定された少利用分野についてクレジッ
トカードを将来利用した場合に、前記一の利用者に対して適用されるポイント付与率を決
定するポイント付与率決定工程と、前記少利用分野特定工程によって特定された少利用分
野及び前記ポイント付与率決定工程によって決定されたポイント付与率を前記一の利用者
に対して通知するための通知情報を生成する通知情報生成工程とを実行する。
【００１５】
　また、前記態様の利用実績処理方法のポイント付与率決定工程において、前記コンピュ
ータが、前記レーダーチャートの面積に基づいて、前記一の利用者に対して適用されるポ
イント付与率を決定するようにしてもよい。
 
【００１６】
　さらに、前記態様の利用実績処理方法の前記通知情報生成工程において、前記コンピュ
ータが、前記少利用分野特定工程によって特定された少利用分野を含む複数の利用分野を
各軸とするレーダーチャートを含む前記通知情報を生成し、前記ポイント付与率決定工程
において、前記コンピュータが、前記レーダーチャートの面積に基づいて、前記一の利用
者に対して適用されるポイント付与率を決定するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る利用実績処理装置及び利用実績処理方法によれば、利用者の支出可能な金
額の範囲内において利用可能な情報を提供することが可能となるため、クレジットカード
の利用促進を確実に図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置に設けられている売上情報データベ
ースのレイアウトの一例を示す図。
【図３】本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置に設けられている利用分野別売上情
報データベースのレイアウトの一例を示す図。
【図４】本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置に設けられている売上ランクテーブ
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ルの一例を示す図。
【図５】本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置に設けられている利用分野別ランク
テーブルの一例を示す図。
【図６】本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置に設けられている利用実績情報デー
タベースのレイアウトの一例を示す図。
【図７】本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置に設けられているポイント付与率決
定テーブルの一例を示す図。
【図８】本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置が実行する利用分野別売上集計処
理の手順を示すフローチャート。
【図９】本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置が実行する通知情報生成処理の手
順を示すフローチャート。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置が実行するレーダーチャート生
成処理の手順を示すフローチャート。
【図１１】本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置１によって生成されるレーダー
チャートの一例を示す図。
【図１２】本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置が実行するポイント付与率決定
処理の手順を示すフローチャート。
【図１３】本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置が実行する利用成績表生成処理
の手順を示すフローチャート。
【図１４】本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置により生成される利用成績表の
一例を示す図。
【図１５】本発明の実施の形態２に係る利用実績処理システムの構成を示すブロック図。
【図１６】本発明の実施の形態２に係る利用実績処理システムが備える利用実績処理装置
及び会員端末装置の動作の流れを示すフローチャート。
【図１７】本発明の実施の形態２に係る会員端末装置のディスプレイ上に表示される目標
設定画面の一例を示す図。
【図１８】本発明の実施の形態２に係る会員端末装置のディスプレイ上に表示される目標
設定画面の他の例を示す図。
【図１９】本発明の実施の形態２に係る利用実績処理装置の動作の流れを示すフローチャ
ート。
【図２０】本発明の実施の形態２に係る利用実績処理装置により生成される目標達成率情
報の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以
下に示す各実施の形態は、本発明の技術的思想を具体化するための方法及び装置を例示す
るものであって、本発明の技術的思想は下記のものに限定されるわけではない。本発明の
技術的思想は、特許請求の範囲に記載された技術的範囲内において種々の変更を加えるこ
とができる。
【００２０】
　（実施の形態１）
　［利用実績処理装置の構成］
　図１は、本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置の構成を示すブロック図である
。図１に示すとおり、コンピュータ（利用実績処理装置）１は、ＣＰＵ１０、ＲＯＭ１１
、ＲＡＭ１２、及びハードディスク１３を備えており、これらのＣＰＵ１０、ＲＯＭ１１
、ＲＡＭ１２及びハードディスク１３は、バス１４によって接続されている。
【００２１】
　ＣＰＵ１０は、ＲＡＭ１２にロードされた各種のコンピュータプログラムを実行する。
これにより、コンピュータ１が本実施の形態の利用実績処理装置１として機能することに
なる。



(6) JP 5685123 B2 2015.3.18

10

20

30

40

50

【００２２】
　ＲＯＭ１１は、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ（Erasable
 PROM）、又はＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable PROM）等によって構成されており
、ＣＰＵ１０にて実行されるコンピュータプログラム及びその実行の際に用いられるデー
タ等が記憶されている。
【００２３】
　ＲＡＭ１２は、ＳＲＡＭ又はＤＲＡＭなどによって構成されている。このＲＡＭ１２は
、ハードディスク１３に記憶されている各種のコンピュータプログラムの読み出し等に用
いられる。また、ＣＰＵ１０が各種のコンピュータプログラムを実行するときに、ＣＰＵ
１０の作業領域としても利用される。
【００２４】
　ハードディスク１３には、オペレーティングシステム及びアプリケーションプログラム
など、ＣＰＵ１０に実行させるための各種のコンピュータプログラム及び当該コンピュー
タプログラムの実行に用いられるデータ等が予めインストールされている。また、このハ
ードディスク１３には、クレジットカードの会員に関する会員情報が格納される会員情報
データベース（ＤＢ）１３Ａと、各会員についての売上に関する売上情報が格納される売
上情報データベース（ＤＢ）１３Ｂと、クレジットカードの利用分野に関する利用分野マ
スタ情報が格納される利用分野マスタデータベース（ＤＢ）１３Ｃと、当該利用分野別の
売上情報が格納される利用分野別売上情報データベース（ＤＢ）１３Ｄと、売上のランク
を規定する売上ランクテーブル１３Ｅと、利用分野別の売上ランクを規定する利用分野別
ランクテーブル１３Ｆと、各会員の利用実績に関する利用実績情報が格納される利用実績
情報データベース（ＤＢ）１３Ｇと、各会員に適用されるポイント付与率を規定するポイ
ント付与率決定テーブル１３Ｈとが設けられている。これらの各データベース及び各テー
ブルの詳細については後述する。
【００２５】
　さらに、ハードディスク１３には、例えば米マイクロソフト社が製造販売するWindows
（登録商標）などのマルチタスクオペレーティングシステムがインストールされている。
以下の説明においては、各種のコンピュータプログラムが当該オペレーティングシステム
上で動作するものとしている。
【００２６】
　以下、ハードディスク１３に設けられている各データベース及び各テーブルの詳細につ
いて説明する。
　（Ａ）会員情報ＤＢ１３Ａ
　会員情報ＤＢ１３Ａには、各会員の会員番号、氏名、連絡先（住所・電話番号・電子メ
ールアドレス等）、及び年収等が格納されている。その他にも、会員情報ＤＢ１３Ａには
、各会員が自己の端末を用いて利用実績処理装置１に対してログインするために必要とな
る利用者ＩＤ及びパスワード等が格納されている。
【００２７】
　（Ｂ）売上情報ＤＢ１３Ｂ
　図２は、本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置１に設けられている売上情報ＤＢ
１３Ｂのレイアウトの一例を示す図である。図２に示すように、売上情報ＤＢ１３Ｂは、
クレジットカードを利用した会員の会員番号が格納される会員番号フィールド１０１、ク
レジットカードを利用した日時が格納される利用日時フィールド１０２、クレジットカー
ドを利用した店舗を示す情報が格納される利用店舗フィールド１０３、クレジットカード
を利用して会員が購入した商品を示す情報が格納される商品フィールド１０４、及びクレ
ジットカードの利用金額が格納される利用金額フィールド１０５を有している。利用実績
処理装置１は、クレジットカード会社が運用するクレジットカードシステムから上記の売
上情報を受信し、これを売上情報ＤＢ１３Ｂに登録する。
【００２８】
　（Ｃ）利用分野マスタＤＢ１３Ｃ
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　利用分野マスタＤＢ１３Ｃでは、クレジットカードの利用分野と、当該利用分野に属す
る商品とが定義されている。本実施の形態においては、クレジットカードの利用分野とし
て、食料品、娯楽・飲食、電子マネー、公共料金、ガソリン、衣料品、及び公共移動手段
の合計７つが定義されており、さらにこれらの利用分野に属する商品が定義されている（
例えば、「婦人服」は「衣料品」に属する等）。なお、これらの利用分野は例示であって
、その他の利用分野であってもよいことは言うまでもない。
【００２９】
　（Ｄ）利用分野別売上情報ＤＢ１３Ｄ
　図３は、本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置１に設けられている利用分野別売
上情報ＤＢ１３Ｄのレイアウトの一例を示す図である。図３に示すように、利用分野別売
上情報ＤＢ１３Ｄは、会員の会員番号が格納される会員番号フィールド２０１と、当該会
員の利用金額のうち、食料品、娯楽・飲食、電子マネー、公共料金、ガソリン、衣料品、
及び公共移動手段のそれぞれに係る利用金額が格納される、食料品フィールド２０２、娯
楽・飲食フィールド２０３、電子マネーフィールド２０４、公共料金フィールド２０５、
ガソリンフィールド２０６、衣料品フィールド２０７、及び公共移動手段フィールド２０
８とを有している。利用実績処理装置１は、後述する利用分野別売上集計処理を実行する
ことによって利用分野別売上情報を生成し、これを利用分野別売上情報ＤＢ１３Ｄに登録
する。
【００３０】
　（Ｅ）売上ランクテーブル１３Ｅ
　図４は、本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置１に設けられている売上ランクテ
ーブル１３Ｅの一例を示す図である。図４に示すように、売上ランクテーブル１３Ｅでは
、“売上ランク”と“利用総額”とが対応付けられている。この“利用総額”はクレジッ
トカードの年間の利用総額であり、売上ランクテーブル１３Ｅでは、当該額が大きくなる
ほど高いランクになるように“売上ランク”と“利用総額”とが対応付けられている。こ
の売上ランクテーブル１３Ｅは、クレジットカード会社によって予め設定されている。
【００３１】
　（Ｆ）利用分野別ランクテーブル１３Ｆ
　図５は、本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置１に設けられている利用分野別ラ
ンクテーブル１３Ｆの一例を示す図である。図５に示すように、利用分野別ランクテーブ
ル１３Ｆでは、“売上ランク”と各利用分野における年間の利用金額の“平均値”及び“
偏差値”とが対応付けられている。この利用分野別ランクテーブル１３Ｆは、次のように
して利用実績処理装置１により生成される。
【００３２】
　まず、利用実績処理装置１は、利用分野別売上情報ＤＢ１３Ｄに格納されている利用金
額を、売上ランクテーブル１３Ｅで規定されている売上ランク別に集計し、その集計額の
平均値を算出する。これにより、利用分野別に、売上ランク別の利用金額の平均値が得ら
れることになる。次に、利用実績処理装置１は、利用分野別に利用金額の標準偏差を求め
、その標準偏差と上記の売上ランク別の利用金額の平均値とを用いて、利用分野別に、売
上ランクの偏差値を算出する。このようにして得られた売上ランク別の利用金額の平均値
と売上ランクの偏差値とを利用分野別にまとめることによって、利用実績処理装置１は利
用分野別ランクテーブル１３Ｆを生成する。
【００３３】
　（Ｇ）利用実績情報ＤＢ１３Ｇ
　図６は、本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置１に設けられている利用実績情報
ＤＢ１３Ｇのレイアウトの一例を示す図である。図６に示すとおり、利用実績情報ＤＢ１
３Ｇは、会員の会員番号が格納される会員番号フィールド３０１と、当該会員の利用総額
に関する情報が格納される利用総額フィールド３０２と、当該会員の食料品、娯楽・飲食
、電子マネー、公共料金、ガソリン、衣料品、及び公共移動手段のそれぞれに係る利用金
額が格納される、食料品フィールド３０３、娯楽・飲食フィールド３０４、電子マネーフ
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ィールド３０５、公共料金フィールド３０６、ガソリンフィールド３０７、衣料品フィー
ルド３０８、及び公共移動手段フィールド３０９とを有している。
【００３４】
　利用総額フィールド３０２は、金額サブフィールド３０２ａ、偏差値サブフィールド３
０２ｂ、及びランクサブフィールド３０２ｃを有しており、金額サブフィールド３０２ａ
には各会員の年間の利用金額の総額が、偏差値サブフィールド３０２ｂには当該総額の偏
差値（全ての会員の利用総額における当該総額の偏差値）が、ランクサブフィールド３０
２ｃには売上ランクテーブル１３Ｅにおいて当該総額と対応付けられている売上ランクが
、それぞれ格納される。同様にして、食料品フィールド３０３、娯楽・飲食フィールド３
０４、電子マネーフィールド３０５、公共料金フィールド３０６、ガソリンフィールド３
０７、衣料品フィールド３０８、及び公共移動手段フィールド３０９の各フィールドも、
金額サブフィールド、偏差値サブフィールド、及びランクサブフィールドを有しており、
金額サブフィールドには利用分野別の各会員の年間の利用金額の総額が、偏差値サブフィ
ールドには当該総額の偏差値（全ての会員の利用分野別の利用総額における当該総額の偏
差値）が、ランクサブフィールド３０２ｃには利用分野別ランクテーブル１３Ｆに規定さ
れているランク（当該総額と最も近い平均値と対応付けられているランク）が、それぞれ
格納されている。
【００３５】
　利用実績処理装置１は、利用分野別売上情報ＤＢ１３Ｄ、売上ランクテーブル１３Ｅ、
及び利用分野別ランクテーブル１３Ｆを適宜参照しながら上記の利用実績情報を生成し、
これを利用実績情報ＤＢ１３Ｇに登録する。
【００３６】
　（Ｈ）ポイント付与率決定テーブル１３Ｈ
　図７は、本発明の実施の形態に係る利用実績処理装置１に設けられているポイント付与
率決定テーブル１３Ｈの一例を示す図である。図７に示すとおり、ポイント付与率決定テ
ーブル１３Ｈでは、後述するレーダーチャートの面積と各会員に適用されるポイント付与
率とが対応付けられている。利用実績処理装置１は、後述するようにして利用実績に基づ
いてレーダーチャートを生成し、ポイント付与率決定テーブル１３Ｈにおいてその面積と
対応付けられているポイント付与率を特定することにより、各会員に適用されるポイント
付与率を決定することになる。
【００３７】
　［利用実績処理装置の動作］
　次に、上述したように構成された本実施の形態の利用実績処理装置１の動作について、
フローチャート等を参照しながら説明する。なお、本実施の形態の利用実績処理装置１に
て実行される主な処理には、（１）利用分野別売上情報を生成するための利用分野別売上
集計処理、（２）会員に対してクレジットカードの利用実績に関する情報を通知するため
の通知情報を生成する通知情報生成処理等がある。ここで、（２）通知情報生成処理では
、（２－１）各会員の利用実績に基づいてレーダーチャートを生成するためのレーダーチ
ャート生成処理、（２－２）各会員に適用されるポイント付与率を決定するためのポイン
ト付与率決定処理、及び（２－３）各会員の利用実績を整理した利用成績表を生成するた
めの利用成績表生成処理の各処理が実行される。以下では、これらの各処理の詳細につい
て説明する。
【００３８】
　（１）利用分野別売上集計処理
　図８は、本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置１が実行する利用分野別売上集
計処理の手順を示すフローチャートである。図８に示すように、利用実績処理装置１は、
本処理の対象となる会員を設定し（Ｓ１０１）、処理対象となっている会員に係る売上情
報を売上情報ＤＢ１３Ｂから抽出する（Ｓ１０２）。次に、利用実績処理装置１は、利用
分野マスタＤＢ１３Ｃを参照し（Ｓ１０３）、ステップＳ１０２にて抽出した売上情報に
格納されている利用金額を利用分野別に集計する（Ｓ１０４）。この集計処理の結果得ら
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れた利用分野別売上情報を、利用実績処理装置１は、利用分野別売上情報ＤＢ１３Ｄに登
録する（Ｓ１０５）。
【００３９】
　次に、利用実績処理装置１は、全ての会員が処理対象に設定されたか否かを判定する（
Ｓ１０６）。ここで、まだ処理対象になっていない会員がいると判定した場合（Ｓ１０６
でＮＯ）、利用実績処理装置１は、ステップＳ１０１に戻り、それ以降の処理を繰り返す
。他方、全ての会員が処理対象になったと判定した場合（Ｓ１０６でＹＥＳ）、利用実績
処理装置１は利用分野別売上集計処理を終了する。
【００４０】
　上記の利用分野別売上集計処理は、例えば日次で行われる。これにより、利用分野別売
上情報ＤＢ１３Ｄが日々更新されることになる。また、この利用分野別売上情報ＤＢ１３
Ｄが更新される都度、利用実績処理装置１は利用実績情報ＤＢ１３Ｇの更新処理を行う。
これにより、利用実績情報ＤＢ１３Ｇを最新の内容に維持することができる。
【００４１】
　（２）通知情報生成処理
　図９は、本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置１が実行する通知情報生成処理
の手順を示すフローチャートである。図９に示すように、通知情報生成処理では、レーダ
ーチャート生成処理（Ｓ２０１）、ポイント付与率決定処理（Ｓ２０２）、及び利用成績
表生成処理（Ｓ２０３）が、この順に実行される。以下、各処理について説明する。
【００４２】
　なお、この通知情報生成処理は、例えば年次で行われる。これにより、通知情報が毎年
生成され、各会員に対して提供されることになる。
【００４３】
　（２－１）レーダーチャート生成処理
　図１０は、本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置１が実行するレーダーチャー
ト生成処理の手順を示すフローチャートである。図１０に示すように、利用実績処理装置
１は、本処理の対象となる会員を利用実績情報ＤＢ１３Ｇから抽出する（Ｓ３０１）。こ
のとき、利用実績処理装置１は、利用実績情報ＤＢ１３Ｇの偏差値サブフィールド３０３
ｂ乃至３０９ｂを参照して４０以下の偏差値が含まれている利用実績情報を特定し、その
利用実績情報に係る会員を処理対象として抽出する。これにより、他の会員と比べて利用
実績が少ない利用分野を有している会員を処理対象とすることができる。以下では、この
ような他の会員と比べて利用実績が少ない利用分野のことを「少利用分野」と称する。な
お、上記抽出された会員は、２以上の少利用分野を有してもよい。
【００４４】
　次に、利用実績処理装置１は、その会員について生成するレーダーチャートの各軸とな
る利用分野を特定する（Ｓ３０２）。本実施の形態では、ステップＳ３０２において、五
角形のレーダーチャートを生成するために５つの利用分野を特定するものとする。上述し
たように、本実施の形態においては７つの利用分野が設けられているため、利用実績処理
装置１はこれらの７つの利用分野の中から５つの利用分野を特定することになる。なお、
特定される５つの利用分野には、少利用分野が必ず含まれるものとする。
【００４５】
　上記の利用分野の特定の方法は様々なものが想定される。例えば、会員からの希望に応
じて５つの利用分野を特定してもよく、また、クレジットカード会社側によって５つの利
用分野が予め特定されていてもよい。その他にも、次のような内容のアンケートを、会員
を対象として行い、その結果に応じて５つの利用分野を特定するようにしてもよい。
　［アンケート項目］
　（１）車の使用頻度
　　　Ａ）通勤　Ｂ）休日のみ　Ｃ）なし
　（２）家族構成
　　　Ａ）１人　Ｂ）世帯あり（子供なし）　Ｃ）世帯あり（子供あり）



(10) JP 5685123 B2 2015.3.18

10

20

30

40

50

　（３）住居
　　　Ａ）持ち家　Ｂ）賃貸　Ｃ）寮・集団生活
　（４）趣味
　　　Ａ）ドライブ　Ｂ）ショッピング　Ｃ）スポーツ　Ｄ）音楽　Ｅ）旅行　Ｆ）お酒
　上記のアンケートにおいて、例えば、項目（１）の回答がＡ）の場合は“ガソリン”に
＋１００点、Ｂ）の場合は“ガソリン”に＋７０点、Ｃ）の場合は“ガソリン”に－１０
０点を加える。また、項目（２）の回答がＡ）の場合は“食料品”に－５０点、“娯楽・
飲食”に＋７０点、“公共料金”に＋２０点、“衣料品”に＋５０点を加え、Ｂ）の場合
は“食料品”に＋５０点、“公共料金”に＋５０点、“衣料品”に＋３０点を加え、Ｃ）
の場合は“食料品”に＋７０点を加える。このようにして、各利用分野について点数を加
え、その合計点が高い順に５つの利用分野を特定することにより、ステップＳ３０２にお
ける利用分野の特定を行うようにしてもよい。この場合、特定された５つの利用分野のう
ちで最も合計点が低い利用分野（又は合計点が低い順に特定された複数の利用分野）が小
利用分野となる。なお、上記のアンケートは、書面で行ってもよく、ウェブサイトを介し
て行うようにしてもよい。
【００４６】
　上述したようなアンケートを行うことにより、個人のライフスタイルに沿った利用分野
を特定することが可能となる。そのため、例えば、車を所有していない会員に対してガソ
リンについてクレジットカードの利用を提案する等、利用価値の低い情報を会員に提供す
ることを防止することができる。
【００４７】
　なお、特定された５つの利用分野のすべてにおいて相当程度のクレジットカードの利用
がなされている場合、この会員は少利用分野を有していないと判断し、当該会員について
以降の処理を終了するようにしてもよい。また、少利用分野における現在の利用がゼロで
ある場合は、今後も利用する可能性が低いと判断し、同様にして以降の処理を終了するよ
うにしてもよい。
【００４８】
　ステップＳ３０２にて利用分野の特定を行った後、利用実績処理装置１は、特定された
５つの利用分野を軸とする五角形のレーダーチャートを生成する（Ｓ３０３）。図１１は
、本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置１によって生成されるレーダーチャート
の一例を示す図である。図１１には、ステップＳ３０２において“食料品”，“ガソリン
”，“公共料金”，“電子マネー”，“娯楽・飲食”の５つの利用分野が特定された場合
の例が示されている。なお、各軸の目盛りは、各会員が属する売上ランクの平均値等、適
宜の値で正規化されているものとする。
【００４９】
　次に、利用実績処理装置１は、ステップＳ３０３において生成したレーダーチャートの
面積を算出する（Ｓ３０４）。以下では、レーダーチャートの各軸に目盛りが設けられて
いるものとし、その目盛りの１つを１ポイントと換算して、レーダーチャートの面積をこ
のポイントで表すものとする。
【００５０】
　以上でレーダーチャート生成処理（Ｓ２０１）が終了し、次にポイント付与率決定処理
（Ｓ２０２）が実行される。
【００５１】
　（２－２）ポイント付与率決定
　図１２は、本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置１が実行するポイント付与率
決定処理の手順を示すフローチャートである。図１２に示すように、利用実績処理装置１
は、ステップＳ３０４にて算出されたレーダーチャートの面積と対応付けられているポイ
ント付与率を特定するために、ポイント付与率決定テーブル１３Ｈを参照する（Ｓ４０１
）。そして、利用実績処理装置１は、ポイント付与率決定テーブル１３Ｈにおいて当該面
積と対応付けられているポイント付与率を特定し、これを処理対象の会員に適用されるポ
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イント付与率に決定する（Ｓ４０２）。
【００５２】
　以上でポイント付与率決定処理（Ｓ２０２）が終了し、次に利用成績表生成処理（Ｓ２
０３）が実行される。
【００５３】
　（２－３）利用成績表生成処理
　図１３は、本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置１が実行する利用成績表生成
処理の手順を示すフローチャートである。図１３に示すように、利用実績処理装置１は、
処理対象の会員の利用分野別のランク（利用実績情報ＤＢ１３Ｇに格納されている各利用
分野のランク）の中で最も高いランク（以下、「最高ランク」という）を特定し、その最
高ランクと同じランクの利用金額の平均値で構成されるレーダーチャート（以下、「最高
ランクベースの平均レーダーチャート」という）を生成する（Ｓ５０１）。例えば、処理
対象の会員の利用分野別のランクの中で“ガソリン”に係るランクが“７”と最も高かっ
た場合では、他の利用分野でランクが“７”の場合の利用金額の平均値を、利用分野別ラ
ンクテーブル１３Ｆを用いて特定し、それらの平均値を用いて最高ランクベースの平均レ
ーダーチャートが生成されることになる。
【００５４】
　次に、利用実績処理装置１は、処理対象の会員の年収と同程度の年収の会員に係る利用
分野別の利用金額の平均値で構成されるレーダーチャート（以下、「年収ベースの平均レ
ーダーチャート」という）を生成する（Ｓ５０２）。具体的に説明すると、利用実績処理
装置１はまず、会員情報ＤＢ１３Ａを参照することにより、処理対象の会員の年収を特定
し、さらにその特定した年収と同程度の年収（例えば、当該会員の年収からプラスマイナ
ス５０万円の範囲の年収等）の会員を特定する。そして、利用実績処理装置１は、それら
の会員の各利用分野における利用金額を利用実績情報ＤＢ１３Ｇから取得し、その利用金
額の平均値を用いて年収ベースの平均レーダーチャートを生成する。
【００５５】
　次に、利用実績処理装置１は、処理対象の会員の利用総額と同程度の利用総額の会員に
係る利用分野別の利用金額の平均値で構成されるレーダーチャート（以下、「利用総額ベ
ースの平均レーダーチャート」という）を生成する（Ｓ５０３）。具体的に説明すると、
利用実績処理装置１はまず、利用実績情報ＤＢ１３Ｇを参照することにより、処理対象の
会員の利用総額を特定し、さらにその特定した利用総額と同程度の利用総額（例えば、当
該会員の利用総額からプラスマイナス１０万円の範囲の利用総額等）の会員を特定する。
そして、利用実績処理装置１は、それらの会員の各利用分野における利用金額を利用実績
情報ＤＢ１３Ｇから取得し、その利用金額の平均値を用いて利用総額ベースの平均レーダ
ーチャートを生成する。
【００５６】
　次に、利用実績処理装置１は、処理対象の会員に対してポイント付与率に関するアドバ
イスを含むアドバイス情報を生成する（Ｓ５０４）。このアドバイス情報には、少利用分
野についてクレジットカードを利用した場合にポイント付与率がどのように変動するのか
を示すアドバイスメッセージが含まれている。このアドバイスメッセージの生成は、利用
実績処理装置１によって次のようにして行われる。まず、利用実績処理装置１は、最高ラ
ンクベース、年収ベース及び／又は利用総額ベースの平均レーダーチャート中の少利用分
野における値を特定する。次に、利用実績処理装置１は、その値と同じ金額だけ処理対象
の会員が少利用分野についてクレジットカードを利用した場合の当該会員のレーダーチャ
ートを生成し、そのレーダーチャートの面積を算出する。そして、利用実績処理装置１は
、ポイント付与率決定テーブル１３Ｈを参照して、算出したレーダーチャートの面積と対
応付けられているポイント付与率を特定する。利用実績処理装置１は、このようにして得
られたレーダーチャートの面積及びポイント付与率を用いて、後述するようなアドバイス
メッセージを生成する。
【００５７】
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　最後に、利用実績処理装置１は、上述したようにして生成された、最高ランクベース、
年収ベース及び利用総額ベースの平均レーダーチャートと、アドバイス情報とを含み、さ
らに利用実績情報ＤＢ１３Ｇに格納されている情報と、レーダーチャート生成処理により
生成されたレーダーチャート及びその面積と、ポイント付与率決定処理により決定された
ポイント付与率とを含む利用成績表を生成する（Ｓ５０５）。
【００５８】
　以上のようにして処理対象の会員向けの利用成績表が生成される。この利用成績表は、
紙媒体に印刷され、当該会員に提供される。それ以外にも、例えば各会員がパーソナルコ
ンピュータ等を用いて利用実績処理装置１にアクセスすることにより利用成績表を電子的
に取得するようにしてもよく、また利用実績処理装置１が電子メール等を用いて利用成績
表を各会員に対して送信するようにしてもよい。
【００５９】
　図１４は、本発明の実施の形態１に係る利用実績処理装置１により生成される利用成績
表の一例を示す図である。図１４に示すように、利用成績表には、１）利用実績、２）ポ
イント付与率、及び３）アドバイスの３項目が設けられており、さらに、参考情報として
昨年度の実績が掲載されている。１）利用実績の項目には、利用実績情報ＤＢ１３Ｇに格
納されている当該会員の利用実績情報と、会員のレーダーチャートの面積と、各レーダー
チャートとが表されている。ここで、各レーダーチャートは、それらの差異が明瞭になる
ように、重ねて表示されている。図１４に示す例では、最高ランクベース、年収ベース及
び利用総額ベースの平均レーダーチャートが、この順に大きな正五角形を形成しており、
また、会員のレーダーチャートは“食料品”の値が極端に小さくなっている。これを参照
することにより、会員は、“食料品”におけるクレジットカードの利用が他の会員と比較
して少ないことを把握することができる。
【００６０】
　また、２）ポイント付与率の項目には、昨年度及び今年度のレーダーチャート面積及び
ポイント付与率が表されている。これを参照することにより、会員は、昨年度と今年度と
の差異を容易に確認することができる。なお、この２）ポイント付与率の項目の下方には
、昨年度の実績が、利用金額並びにレーダーチャート及びその面積を用いて表されており
、会員は昨年度の実績の詳細を併せて確認することができる。
【００６１】
　３）アドバイスの項目には、上述したようにして生成されたアドバイスメッセージと、
そのアドバイスどおりに少利用分野についてクレジットカードを利用した場合に形成され
る会員のレーダーチャートとが表されている。図１４には、会員の本年度のレーダーチャ
ートと利用総額ベースの平均レーダーチャートとを比較した場合の例が示されている。す
なわち、利用総額ベースの平均レーダーチャートの値と同じ金額だけ会員が少利用分野に
ついてクレジットカードを利用した場合の当該会員のレーダーチャートと、そのレーダー
チャートの面積と、その場合に適用されるポイント付与率とが表されている。これを参照
することにより、会員は、自身と同程度の利用総額の他会員の少利用分野における利用状
況を確認するとともに、その他会員と同程度の額を少利用分野において利用した場合にお
いて自身に適用されるポイント付与率を把握することができる。利用総額が同程度の会員
同士では、支出可能金額も同程度であると考えられる。また、消費行動も同様である場合
が多いと考えられる。これらのことから、利用総額が同程度の会員同士では、同一の利用
分野において同程度の金額が支出可能であると推測される。そのため、少利用分野におい
ては、当該会員が他会員と同程度の支出が可能であるにもかかわらず、何らかの理由によ
りクレジットカードを利用していないことが推測される。これは、当該会員が、少利用分
野においては現金で支出していたり、他のクレジットカードを利用していたりすること等
が原因として考えられる。そこで、利用成績表中のアドバイスの項目を用いて、少利用分
野について本年度よりも多く利用した場合により高いポイント付与率が適用されることを
当該会員に通知することにより、クレジットカードの利用を促す。このように、本実施の
形態の場合、会員が支出可能と推測される金額の範囲内で有用な情報を当該会員に提供す
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ることができるため、クレジットカードの利用促進を効果的に図ることが可能になる。な
お、ここでは、少利用分野が１つの例について説明したが、少利用分野が複数あってもよ
いことは上述したとおりである。
【００６２】
　なお、ここでは、利用総額ベースの平均レーダーチャートと会員のレーダーチャートと
を比較した場合の例について説明したが、利用総額ベースの平均レーダーチャートの代わ
りに、また当該平均レーダーチャートと併せて、最高ランクベース及び／又は年収ベース
の平均レーダーチャートと会員のレーダーチャートとを比較した結果得られる情報を、３
）アドバイスの項目に表すようにしてもよい。これらの場合でも、同程度の支出可能金額
と推測される会員との比較が行われることになり、会員が支出可能と推測される金額の範
囲内で有用な情報を当該会員に提供することができる。
【００６３】
　（実施の形態２）
　実施の形態２に係る利用実績処理装置は、会員が自らの利用金額の目標を設定すること
を可能にするものである。以下、この利用実績処理装置を備える利用実績処理システムの
構成及び動作について説明する。
【００６４】
　［利用実績処理システムの構成］
　図１５は、本発明の実施の形態２に係る利用実績処理システムの構成を示すブロック図
である。図１５に示すとおり、本実施の形態の利用実績処理システムは、利用実績処理装
置１と、各会員側で用いられる複数の会員端末装置２，２，…とを備えている。会員端末
装置２，２，…としては、例えばパーソナルコンピュータ、携帯型電話機及びＰＤＡ（Pe
rsonal Digital Assistant）等の通信機能を有する装置が用いられる。これらの利用実績
処理装置１及び会員端末装置２，２，…は、インターネット等の通信ネットワークＮＴＷ
を介して通信可能に接続されている。
【００６５】
　［利用実績処理システムの動作］
　図１６は、本発明の実施の形態２に係る利用実績処理システムが備える利用実績処理装
置１及び会員端末装置２の動作の流れを示すフローチャートである。図１６に示すとおり
、会員端末装置２は、利用金額の目標の設定を希望する会員から利用者ＩＤ及びパスワー
ド等のログイン情報の入力を受け付け、そのログイン情報を利用実績処理装置１に対して
送信する（Ｓ６０１）。
【００６６】
　利用実績処理装置１は、会員端末装置２から送信されたログイン情報を受信する（Ｓ７
０１）。このとき、利用実績処理装置１は、受信したログイン情報を用いて会員の認証を
行う。ここでは、この認証が成功したものとして、説明を続ける。
【００６７】
　利用実績処理装置１は、利用額の目標を設定するための目標設定画面を示す目標設定画
面情報を生成し（Ｓ７０２）、その目標設定画面情報を会員端末装置２に対して送信する
（Ｓ７０３）。なお、この目標設定画面情報には、入力された数値を用いてレーダーチャ
ートを生成したり、ポイント付与率を決定したりするためのアプリケーションプログラム
が組み込まれている。
【００６８】
　会員端末装置２は、利用実績処理装置１から送信された目標設定画面情報を受信した場
合（Ｓ６０２）、その目標設定画面情報で示される目標設定画面をディスプレイ上に表示
する（Ｓ６０３）。
【００６９】
　図１７は、本発明の実施の形態２に係る会員端末装置２のディスプレイ上に表示される
目標設定画面の一例を示す図である。図１７に示すように、目標設定画面Ｓ１には、昨年
度の実績として、利用総額及び利用分野別の利用金額、会員のレーダーチャート及びその
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面積、並びにポイント付与率が表されている。また、この目標設定画面Ｓ１には、利用総
額及び利用分野別の利用金額の目標（以下、「目標額」という）を入力するための入力欄
Ｆ１が設けられており、さらに、その入力欄Ｆ１に入力された数値を用いて算出されたレ
ーダーチャートの面積を表示するための表示欄Ｆ２及びその面積に応じて決定されたポイ
ント付与率を表示するための表示欄Ｆ３が設けられている。
【００７０】
　会員は、会員端末装置２の入力部を用いて、入力欄Ｆ１に対して目標額を入力する。会
員端末装置２は、目標額の入力を受け付けた場合（Ｓ６０４）、その目標額を用いてレー
ダーチャート（以下、「目標レーダーチャート」という）を生成し（Ｓ６０５）、その目
標レーダーチャートの面積を算出する（Ｓ６０６）。さらに、会員端末装置２は、その算
出された目標レーダーチャートの面積に基づいてポイント付与率を決定する（Ｓ６０７）
。これらの目標レーダーチャートの生成（Ｓ６０５）、目標レーダーチャート面積の算出
（Ｓ６０６）、及びポイント付与率の決定（Ｓ６０７）は、目標設定画面情報に組み込ま
れているアプリケーションプログラムが作動することによって会員端末装置２が実施の形
態１の場合と同様な処理を実行することにより行われる。
【００７１】
　次に、会員端末装置２は、目標設定画面Ｓ１を用いて、目標レーダーチャート、その面
積、及びポイント付与率をディスプレイ上に表示する（Ｓ６０８）。図１８は、このよう
にして会員端末装置２のディスプレイ上に表示される目標設定画面の例を示す図である。
図１８に示すように、目標設定画面Ｓ１の表示欄Ｆ２及びＦ３には、目標レーダーチャー
トの面積及びその面積に応じて決定されたポイント付与率がそれぞれ表示されており、さ
らに、その下方において、昨年度のレーダーチャートと対応付けて目標レーダーチャート
が表示されている。会員は、これらの表示内容を参照することにより、レーダーチャート
の形状及び面積がどのように変化するのか、それに応じてポイント付与率がどのように変
化するのか等を確認することができる。なお、会員が入力欄Ｆ１に対して新たな目標額を
入力した場合、ステップＳ６０５乃至Ｓ６０８が繰り返し実行され、新たな内容が目標設
定画面Ｓ１に表示されることになる。これにより、会員は自身にとって適切な目標額の検
討を行うことができる。
【００７２】
　上述したようにして目標額の設定がなされた後、その設定後の目標額が会員端末装置２
から利用実績処理装置１に対して送信され、利用実績処理装置１において記憶される。そ
れから所定期間経過した後、利用実績処理装置１は、会員によって設定された目標額と当
該会員の実際の利用額等とを比較することにより、目標の達成状況を確認する。以下、そ
のための処理について詳述する。
【００７３】
　図１９は、本発明の実施の形態２に係る利用実績処理装置１の動作の流れを示すフロー
チャートである。図１９に示すように、利用実績処理装置１はまず、利用分野別売上情報
ＤＢ１３Ｄから処理対象の会員の利用分野別売上情報を抽出する（Ｓ８０１）。次に、利
用実績処理装置１は、年度初めからその時点までの利用分野別の利用金額の合計（以下、
「現状利用金額」という）を算出するとともに、その現状利用金額と目標額とを比較する
ことにより当該時点における目標の進捗率を算出する（Ｓ８０２）。次に、利用実績処理
装置１は、現状利用金額を用いて１ヶ月の平均利用金額を算出し、その平均利用金額を用
いて年度末における利用分野別の利用金額の合計の推測値（以下、「予測利用金額」とい
う）を算出し、さらに、その予測利用金額と目標額とを比較することにより年度末におけ
る目標の進捗率（推測値）を算出する（Ｓ８０３）。その後、利用実績処理装置１は、こ
れらの算出した現状利用金額、予測利用金額及び進捗率を含む目標達成率情報を生成する
。
【００７４】
　以上のようにして生成された目標率達成情報は、紙媒体に印刷され、各会員に提供され
る。それ以外にも、例えば各会員が会員端末装置２を用いて利用実績処理装置１にアクセ
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スすることにより目標率達成情報を電子的に取得するようにしてもよく、また利用実績処
理装置１が電子メール等を用いて目標率達成情報を各会員に対して送信するようにしても
よい。
【００７５】
　図２０は、本発明の実施の形態２に係る利用実績処理装置１により生成される目標達成
率情報の一例を示す図である。図２０に示すように、目標達成率情報には、会員によって
予め設定された目標額に関する情報、現状利用金額、予測利用金額及び進捗率が表されて
いる。これらの内容を参照することにより、会員は、自らが設定した目標を達成すること
が可能であるか否か、達成するためには今後どの程度クレジットカードを利用すればよい
のか等を確認することができる。なお、この目標達成率情報に、予測利用金額に基づいて
生成されるレーダーチャート、そのレーダーチャートの面積、及び／又はその面積に応じ
て決定されるポイント付与率等が含まれていてもよい。
【００７６】
　（その他の実施の形態）
　上記の各実施の形態では、クレジットカードの利用実績を、レーダーチャートを用いて
表現しているが、本発明はこれに限定されるわけではなく、その他の様々なグラフ及びチ
ャート等により表現してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明の利用実績処理装置及び利用実績処理方法は、例えばクレジットカードの会員が
利用者となる場合の利用実績処理装置及び利用実績処理方法等として有用である。
【符号の説明】
【００７８】
　１　利用実績処理装置
　１０　ＣＰＵ
　１１　ＲＯＭ
　１２　ＲＡＭ
　１３　ハードディスク
　１３Ａ　会員情報データベース
　１３Ｂ　売上情報データベース
　１３Ｃ　利用分野マスタデータベース
　１３Ｄ　利用分野別売上情報データベース
　１３Ｅ　売上ランクテーブル
　１３Ｆ　利用分野別ランクテーブル
　１３Ｇ　利用実績情報データベース
　１３Ｈ　ポイント付与率決定テーブル
　１４　バス
　２　会員端末装置
　Ｓ１　目標設定画面
　Ｆ１　入力欄
　Ｆ２，Ｆ３　表示欄
　ＮＴＷ　ネットワーク
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